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令和7 年度   認可保育所(園)・認定こども園・地域型保育施設 

利用申込み支給認定申請（2 号・3 号認定）のてびき 
 

利用申込み支給認定申請に必要な事項をご案内します。内容をよく読んでお申し込みください。 

申し込みにあたっては、事前に施設を見学し、施設の環境、保育内容等を確認してください。 

 

２・３号（保育）認定の入所申し込みは、佐賀市保育幼稚園課窓口へ 

１号（教育）認定の入所は、各教育施設に直接お申し込みください。 

 

 

 

 

１．教育・保育施設の利用について                                        

教育・保育施設（認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育施設）はお子様の年齢や保護者の就労等により認定

された支給区分に応じた施設、時間を利用していただきます。 

 

（１） 支給認定及び利用できる施設 

保護者の状況（保育の必要性の有無）により以下のとおりとなります。 

支給認定区分 保護者の状況 利用できる施設 

保育が不要 １号認定 
お子様が満３歳以上で、幼稚園（施設型給付）や認定

こども園での教育を希望される場合 

幼稚園（施設型給付） 

認定こども園 

保育が必要 

２号認定 
お子様が満３歳以上で、保護者の就労、疾病、求職活

動等により、保育を必要とする場合 

認可保育所（園） 

認定こども園 

３号認定 
お子様が満３歳未満で、保護者の就労、疾病、求職活

動等により、保育を必要とする場合 

認可保育所（園） 

認定こども園 

地域型保育施設 

 

（２）利用できる教育・保育施設の概要 

施設 施設の概要 保育料 

幼稚園（私学助成） 学校教育法に基づく教育施設で、満３歳から就学前の児童を対象

とした、幼児教育を行う施設 
無償 

幼稚園（施設型給付） 

認可保育所（園） 就労などの理由により、保護者に代わって保育を行う施設 

【0～2歳児クラス】 

保護者の所得と

支給認定区分に

応じて市が決め

る 

 

【3～5歳児クラス】 

無償 

認定こども園 
幼稚園と認可保育所（園）の機能を併せ持つ施設 

※１号認定は教育標準時間（４時間）を利用可能 

地域型 

保育 

家庭的 

保育 

０歳～２歳児を対象に、家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員５

名以下）を対象にきめ細やかな保育を行う施設 

小規模 

保育 

０歳～２歳児を対象に、比較的小規模な環境（定員６～１９名）

で、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行う施設 

事業所内 

保育 

０歳～２歳児を対象に、会社内や事業所の近辺に用意された保

育施設で、従業員の子どもと地域の子どもの保育を一緒に行う施

設 

※年齢は入所年度４月１日現在 

※別途、園により教材費等が必要な場合あり 
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（３）保育が必要な児童（２号・３号認定）の利用について 

２・３号認定を受けるためには、次の基準を『全て』満たす必要があります。 

① 保護者及びお子様が佐賀市の住民であること（予定を含む） 

② 保護者（父母等）に『保育を必要とする理由』があること 

 

『保育を必要とする理由』の例（入所基準）と利用可能な時間 

保育を必要とする理由 入所できる期間 利用できる時間 

就労を常態としている 

（自営業、内職、農林漁業も含む） 
・就労している期間 

月56 時間～月120 時間未満 

保育が必要 → 短時間 

 

月120 時間以上保育が必要 

→標準時間/短時間 

選択可能 

同居親族等の介護をしている ・介護が必要でなくなるまで 

大学・専門学校・職業訓練校等に就学している ・最終通学日の月末まで 

出産する 

・母子健康手帳発行後から 

出産予定日以後８週間を経過

する日の翌日が属する月の月末

まで 

選択可能標準時間／短時間 

療養が必要な病気を患っている若しくは心身に障がい

がある 
・療養が必要でなくなるまで 選択可能標準時間／短時間 

これから仕事をみつける（起業準備も含む） ・入所した日から３ヶ月 

短時間 出生児童の育児休業取得時に既に保育を利用してい

る（※１） 

・復職を前提として 

最長、出生児童の年齢が１歳

になる年の年度末まで（※２） 

その他、保育が必要であると判断できるもの 

（災害復旧に従事している、虐待やＤＶの疑いがある等） 

・保育を必要とする状態が 

なくなるまで 
必要に応じて判断する 

※１．育児休業中に、妊娠・出産し、復職せずに続けて育児休業を取得する場合には、出生児童の妊娠・出産の期間

（出産予定日以後8 週間を経過する日の翌日が属する月の月末）まで入所可能となります。 

※２．出生児童が1歳になる年度末を超えて育児休業を取得予定の場合、育児休業理由での利用継続はできず、出生

児童の妊娠・出産の期間（出産予定日以後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末）まで入所可能となります。 

※「保育を必要とする理由」及び「入所できる時間」の詳細については、保育幼稚園課にお尋ねください。 

 

教育・保育時間とは

●教育標準時間 ： １日４時間が標準の教育課程に係る時間
　※ほとんどの園で、教育時間前後に預かり保育を行っています。
●保育標準時間 ： １日最大１１時間の中で必要となる保育時間
●保育短時間 ： １日最大８時間の中で必要となる保育時間

（例）

※各時間の開始・終了時間は園ごとに異なります

18:30

教育時間(４時間）預かり保育 預かり保育

保育標準時間（１１時間） 延長保育

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

7:30 8:30 9:00 16:3014:00
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２．支給認定（２・３号）申請から入所まで                                     

（１） 施設利用までの流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育幼稚園課へ利用を申し込む 

 支給認定申請書兼申込書と必要な書類を揃える(Ｐ６) 

 入所希望月の受付期間内に申し込む（Ｐ５） 

 第6 希望まで希望を受け付けます 

 保育施設の入所可能状況は、毎月１日に佐賀市ホームページにて公開中（４月入所分除く） 

入所希望施設の見学 

 事前に施設に申し込み、お子様と一緒に見学に行く 

 保育の方針や園の雰囲気など、施設ごとに異なります 

 自宅や職場等から施設への送迎ルートも確認しておく 

入所調整 

 提出された書類により、入所調整基準表のとおり基準点を付け、基準点（Ｐ１５）を基に優先度が高いと判

断された児童から順に調整する（先着順ではありません） 

 希望園に入所できなかった場合、他に入所可能な施設があればご案内（希望者のみ） 

 調整結果は通知にてお知らせ（発送予定日はＰ５参照） 

【注意】 

 入所調整は佐賀市保育幼稚園課が行うため、保育施設では入所判断はできません 

入所内定となった場合 

保育施設との面接 

面接の結果、園生活に支障がないと判断され

た場合、入所決定 

【注意】 

入所内定後にキャンセルすると、次回選考の際の

基準点が減点されます 

入所保留となった場合 

次月以降も継続して入所調整（年度末まで） 

次月以降は入所内定になったときのみ文書で

お知らせ 

申込書の希望園や保育の必要性などを変更

する場合は、受付締切日までに申込内容変更

を届け出る 

認可保育所(園)に入所予定 

佐賀市から『入所承諾書』『支給認定証』『保育料決定通知書』を送付 

保育料の納付先は佐賀市 

認定こども園・地域型保育事業施設に入所予定 

施設と契約 

佐賀市から『支給認定証』『保育料決定通知書』を送付 

保育料の納付先は施設 

  

入所（ならし保育から通常保育へ）    【注意】入所日は原則毎月１日です 

ならし保育とは・・・ 

入所後しばらくの間（概ね１０日程度）は、お子様が保育施設での生活に慣れるために短時間での保

育（ならし保育）があります。お子様が新しい環境・集団生活にスムーズに慣れていくために、状況を見な

がら保育時間を数時間から徐々に延ばしていきます。 （入所前のならし保育はできません） 

 まずは 



－ 4 － 

 

（２）希望保育施設の選択・見学 

保育方針や内容、設備、雰囲気などは、保育施設によってかなり違います。その場の雰囲気は直接、肌で感じないと

なかなか分からないものです。実際に自分の目で見て、不明な点があれば質問して確かめることがとても重要です。施

設の受入年齢、開所時間、延長保育実施の有無、延長保育時間などは必ず確認して、希望の保育施設を選択してくだ

さい。 

また、職場や家との移動手段や時間を確認すること、普段の送迎だけでなく、雨天の場合や緊急の場合の送迎方法

についてもイメージしておきましょう。 

入所内定後に、「開所時間が合わないことが判明した。」「雰囲気が違う。」「園バスの利用ができなかった。」などの理

由でキャンセルしたいということにならないよう、申し込み前に必ず各保育施設に直接連絡し、見学のための日程調整を

して、お子様と一緒に見学をしてください。 

※入所内定後にキャンセルすると、次回調整の際の基準点が減点されます。 

 

 

 障がいのあるお子様や配慮が必要なお子様 

障がいのあるお子様や配慮が必要なお子様の受け入れは、「集団保育が可能であること」を条件としています。

ただし、クラスの状況、保育士の配置等により、受け入れできない場合があります。 

保育施設における与薬は原則行っておりません。どうしても必要のある場合には、与薬票とお薬の説明書を一緒

に提出していただくことにより対応できる場合がありますので、見学の際、施設にご相談ください。 

また、よりよい保育を利用していただくため、入所を検討されている段階で早めに希望されている保育施設をお子

様と一緒に見学して、受け入れの可能性を確認してください。 

もし、ご不明な点がありましたら、保育幼稚園課までお問い合わせください。 

 

 食物アレルギーや制限される食物があるお子様 

食物アレルギーや宗教上の理由などにより制限される食物がある場合には、基本的に除去食や代替食の対応を

していますが、在園しているお子様のアレルギー対応の状況等により、受け入れができない場合があります。（保育

施設により受け入れ状況が異なります。また場合によっては、お弁当の持参を保護者にお願いすることがありま

す。） 

なお、入所が決定した場合には生活管理指導表を提出いただく必要があります。 

入所を希望される場合は、見学時にアレルギー対応について各施設へご相談ください。 

また、よりよい保育を利用していただくため、申込前に希望されている全ての保育施設をお子様と一緒に見学し

て、受け入れの可能性を確認してください。 

もし、ご不明な点がありましたら、保育幼稚園課までお問い合わせください。 

 

  



－ 5 － 

 

（３）通常申込受付期間及び結果通知発送予定日について 

 受付締切日を過ぎて提出された申込・変更は、次回からの調整の対象となりますのでご注意ください。 

 調整結果は文書でお知らせします。（申込月に入所内定・入所保留のどちらかのお知らせとなります。 

入所保留の場合は、申込翌月以降に入所内定になったときのみ文書でお知らせします。） 

 申込が集中し入所調整に時間を要する場合には、結果通知の発送が遅れることがあります。 

＜申込受付期間及び結果通知発送予定日＞ 

入所希望月 受付期間・受付締切日 結果通知発送予定日 

４月入所（第１次） １１月 １日（金）  ～ １２月１３日（金）    １月下旬 

４月入所（第２次） １２月１６日（月）  ～     ２月 ５日（水）    ２月下旬 

４月入所（第３次） ２月 ６日（木）  ～     ３月 ５日（水）    ３月中旬 

 ５月入所     ３月 ６日（木）  ～ ４月 ４日（金）   ４月１５日（火）  

 ６月入所     ４月 ７日（月）  ～ ５月 ８日（木）   ５月１６日（金）  

 ７月入所     ５月 ９日（金）  ～ ６月 ５日（木）   ６月１６日（月）  

 ８月入所   ６月 ６日（金）  ～ ７月 ４日（金）         ７月１５日（火）  

 ９月入所   ７月 ７日（月）  ～ ８月 ５日（火）   ８月１５日（金）  

１０月入所   ８月 ６日（水）  ～ ９月 ５日（金）   ９月１６日（火）  

１１月入所   ９月 ８日（月）  ～  １０月 ６日（月）  １０月１５日（水）  

１２月入所   １０月 ７日（火）  ～ １１月 ５日（水）  １１月１４日（金）  

令和８年１月入所 １１月 ６日（木）  ～ １２月 ５日（金）  １２月１５日（月）  

令和８年２月入所 １２月 ８日（月）  ～ 令和８年 １月 ６日（火）  令和８年 １月１６日（金）  

令和８年３月入所 令和８年 １月 ７日（水）  ～ 令和８年 ２月 ５日（木）  令和８年 ２月１６日（月）  

（４）入所予約制度について（育児休業が終了し、職場復帰が決まっている方対象）  
 産後休暇・育児休業が終了し、あらかじめ年度途中で職場復帰が決まっている方を支援する目的で、通常の

申込より一ヶ月早く調整を行います。 

 育児休業中に申請した方は、期日までに元の職場に復職していただくことが入所の条件となります。元の職場

に復職せず退職した場合や、復職証明書が提出されない場合には、内定取り消しや退園となります。 

復職の期日は、最長で各入所希望月の「育児休業期間終了日（※）」の翌日までとなります。 

 入所が出来なかった場合は、再度調整を行います。 

 調整結果は文書でお知らせします。（入所保留の場合は、申込翌々月以降に入所内定になったときのみ文書

でお知らせします。） 

 入所保留となったために育児休業を延長される場合は、申請を取り下げていただく必要があります。 

再度の育児休業からの復帰にあわせて、改めてお申込みください。 

＜入所予約申込受付期間及び結果通知発送予定日＞ 

入所希望月 育児休業期間終了日（※） 受付期間・受付締切日 
結果通知 

発送予定日 

４月入所   ～ ５月１８日（日）  通常申込と同日 

５月入所  ５月１９日（月） ～ ６月１５日（日）  ２月 ６日（木） ～ ３月 ５日（水）  ３月１４日（金）  

６月入所  ６月１６日（月） ～ ７月１５日（火）   ３月 ６日（木） ～ ４月 ４日（金）  ４月１５日（火）  

７月入所  ７月１６日（水） ～ ８月１７日（日）  ４月 ７日（月） ～ ５月 ８日（木）  ５月１６日（金）  

８月入所  ８月１８日（月） ～ ９月１５日（月）  ５月 ９日（金） ～ ６月 ５日（木）  ６月１６日（月）  

９月入所  ９月１６日（火） ～ １０月１５日（水）  ６月 ６日（金） ～ ７月 ４日（金）  ７月１５日（火）  

１０月入所  １０月１６日（木） ～ １１月１６日（日）  ７月 ７日（月） ～ ８月 ５日（火）  ８月１５日（金）  

１１月入所  １１月１７日（月） ～ １２月１５日（月）  ８月 ６日（水） ～ ９月 ５日（金）  ９月１６日（火）  

１２月入所  １２月１６日（火） ～ １月１８日（日）  ９月 ８日（月） ～ １０月 ６日（月） １０月１５日（水）  

令和８年１月入所  １月１９日（月） ～ ２月１５日（日）  １０月 ７日（火） ～ １１月 ５日（水） １１月１４日（金）  

令和８年２月入所  ２月１６日（月） ～ ３月１５日（日）  
１１月 ６日（木） ～ １２月 ５日（金） １２月１５日（月）  

令和８年３月入所  ３月１６日（月） ～ ４月１５日（水）  
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（５） 申込に必要な書類について 

書類の名称 書類の内容と注意事項 

支給認定申請書（２号,３号認定用）兼入所（新規）申込書 申込児童１人につき１枚 

保育施設等の利用申込みにかかる確認書 

保護者氏名欄は必ず自署 

申込児童１人につき１枚 

(きょうだい同時申込時は世帯で１枚) 

 

＜保育の必要性を証明する書類＞ ※保護者（父母等）の分が必要です。佐賀市の所定の様式をご利用ください。 

保育を必要とする理由 書類の名称 書類の内容と添付書類 

月56 時間以上仕事をしている 

 

1 会社等に勤務 

 
就労証明書 

事業主が作成 

出産後、育児休業を取得している場合は

証明書に育児休業期間を記載 

2 事業所から内職委託 

就労証明書 

添付：開業届、営業許可証、確定申告

書、耕作証明書、家内労働手帳、業務

委託契約書のうちいずれか１つ（写し） 
3 自営業(農林漁業等含む） 

同居親族等の介護をしている 疾病・介護・看護等申立書 
添付：診断書、介護サービス計画、障害

者手帳の写し等 

月56時間以上大学・専門学校・職業訓練

校等に就学している 
在学申立書 添付：在学証明書または学生証(写) 

出産する 妊娠・出産申立書 
添付：母子健康手帳(写) 

(母の氏名、分娩予定日が分かるページ) 

療養が必要な病気を患っている 疾病・介護・看護等申立書 

添付：診断書または入院治療計画書等

(診断、期間、家庭保育が困難等の内容

が記載された書類)(写し可) 

心身に障がいがある 障害者手帳・療育手帳等(写) 
氏名と障がいの程度が分かるページ 

(有効期限がある場合はそのページ) 

これから仕事をみつける【３ヶ月以内】 

※起業準備も含む 
求職活動申立書  

 

（６） 申込上の注意点について 

 郵送やＦＡＸでの申込はできません。マイナポータルでのオンライン申請は可能となっておりますので、来庁が

難しい場合はオンライン申請をご検討ください。 

詳しい方法は佐賀市ホームページ（https://www.city.saga.lg.jp/main/3806.html）をご確認ください。 

 申込書や添付書類に不足や不備（記載漏れ、証明日漏れ、修正インクによる訂正など）がある場合は、受理

できません。全ての書類をそろえてご提出ください。 

 ０歳児の受入月齢は各施設で異なります。 

 提出書類が事実と異なる場合は、入所内定・予定・決定・支給認定を取り消す場合があります。 

 申込後に保育を必要とする理由が変わった場合には、申込内容変更届の提出をお願いします。 
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（７） 申込内容の変更について 

変更内容は申込受付期間に届出されたものが、その月の入所調整に反映されます。（世帯同居、婚姻除く） 

書類の名称 書類の内容と注意事項 

申込内容変更届(支給認定変更申請) 希望園や希望期間の変更の場合は変更届のみ 

＜変更内容別、必要な書類等＞ 

変更内容 必要な書類 書類の内容 

保育の必要性・必要量の変更 変更後の保育の必要性を証明する書類  

住所・世帯構成の変更 住民異動届（写） 住民異動届後に窓口で発行 

保護者の婚姻 
戸籍謄本の写し 保護者の婚姻が分かるもの 

保育の必要性を証明する書類 新たな保護者のもの 

保護者の離婚 戸籍謄本の写し 保護者の離婚が分かるもの 

申込を取り下げる場合 申込取下げ届  

 

（８） 住所地以外の保育施設を希望する場合について 

 佐賀市在住で、佐賀市外の施設を希望するとき   申し込み先：佐賀市 

・ 施設入所の可否は施設が所在する市区町村が行います。 

・ 事前にご自身で、施設が所在する市区町村に入所申込締め切りなどをご確認ください。 

 

 佐賀市外在住で、佐賀市内の施設を希望するとき  申し込み先：住所地の市区町村 

・ 住民登録のある市区町村を通じて申込の受付、入所の可否をお伝えいたします。 

・ 佐賀市在住の方が優先となります。 

・ 広域入所制度がない市区町村もあるので、住民登録のある市区町村にご確認ください。 

 

（９） 窓口確認について  
 保育所等施設を利用申請する際には、「個人番号(＝マイナンバー)」の記載が必要です。 

 

 

 

 保護者(申請者)が来庁の場合に必要な書類 

① 個人番号が確認できるもの 

・個人番号カード（＝マイナンバーカード） 

        ・マイナンバーが記載された住民票の写し又は、住民票記載事項証明書のいずれか 

② 本人確認ができるもの 

・1 つで確認できるもの（官公署発行の顔写真入りのもの） 

個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード等 

        ・2 つで確認できるもの（官公署発行の顔写真なしのもの） 

          公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書等 

（「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているもの） 

 代理人が来庁の場合に必要な書類 

① 委任状（同居の方が代理人の場合は委任状不要です） 

② 保護者(申請者)の個人番号が確認できるもの 

③ 来庁する代理人の本人確認ができるもの 

・1 つで確認できるもの（官公署発行の顔写真入りのもの） 

          個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード等 

        ・2 つで確認できるもの（官公署発行の顔写真なしのもの） 

          公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書等 

（「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているもの） 

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て
支援法施行規則」による。 
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３．入所後の手続き                                                  

（１）支給認定証の認定期間と入所実施期間について 

 支給認定証には有効期限があります。 

 3 号認定では満 3 歳の誕生日を迎える前々日まで、2 号認定では就学前までとなっており、自動的に切り替

わります。 

 満3 歳になり認定区分が 3 号から 2 号に変わった場合でも保育料は変わりません。 

 有効期限が過ぎると施設の利用ができなくなるため、継続的に施設の利用を希望する場合は、改めて保育の

必要性を証明する書類をご提出ください。 

有効期限の例 〇保育の必要性が求職活動の場合、入所した月を含み３ヶ月以内の月末 

                   〇就労証明書の雇用期間がある場合、雇用期間の最終日の月末 

 

（２）実施内容の変更や支給認定区分等の変更 

 変更内容は毎月１５日までに届出されたものが翌月から適用されます。（世帯同居、婚姻除く） 

（15 日が土日祝日の場合は、その前の平日まで） 

書類の名称 書類の内容と注意事項 

実施内容変更届(支給認定、利用認定変更申請) 保育の必要性・必要量に変更なければ、変更届のみ 

＜変更内容別、必要な書類等＞ 

変更内容 必要な書類 書類の内容 

育児休業から仕事に復職したとき 就労証明書 事業主が記入 

妊娠したとき 
妊娠・出産申立書 

母子健康手帳の写し（氏名・出産予定日のﾍﾟー ｼﾞ） 
 

育児休業取得時に保育施設入所中

の児童が入所継続を希望する場合 
就労証明書 ※育児休業期間を記載 事業主が記入 

保育の必要性・必要量の変更 変更後の保育の必要性を証明する書類  

住所・世帯構成の変更 住民異動届（写） 住民異動手続き後に窓口で発行 

保護者の婚姻 
戸籍謄本の写し 保護者の婚姻が分かるもの 

保育の必要性を証明する書類 新たな保護者のもの 

保護者の離婚 戸籍謄本の写し 保護者の離婚が分かるもの 

 

（３）保育の必要量（保育時間）の変更について 

 保育を必要とする理由や時間の長さに応じて標準時間認定、短時間認定を受けることになりますが、勤務時

間帯や送迎時間等により、恒常的に延長保育を利用しなければならない状況にある場合には、標準認定を申

請することができます。 

 

（４）転園について 

 原則として、転園は行っておりません。 

 住所変更などにより送迎に支障が生じた場合はご相談ください。 

 

（５）施設の退所について 

 ご都合により退所する場合は、速やかに「保育施設退所（園）届」を保育幼稚園課に提出してください。退所日

は原則、月末となります。 

 「退園届」の提出がない場合は、通所していない期間も保育料をお支払いいただきます。 

 保育の必要性がなくなった場合は、保育認定での利用継続はできません。 

 月のうちで登園（利用）が１日もなかった場合、前月末で退園となります。 
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４．保育料等について                                                 

１号認定の満３歳児以上、及び２・３号認定の３歳クラス以上は無償です。 

０～２歳児クラスは、市民税非課税世帯が無償です。 

  

 

（１）保育料等について 
 児童１人につき１月にかかる経費（運営費）が国の「公定価格単価表」に示されています。（０～２歳児クラス） 

 保育料は、児童の安全・健康・給食及び施設設備の充実など、児童を衛生的な環境で健やかに育成するた

めに必要な費用の一部（保護者負担分）となります。 

 施設によっては基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を

図る上で必要となる追加の負担額が生じる場合があります。 

 

（２）保育料の算定方法および算定に必要な書類について 

 保育料は児童を養育している扶養義務者の市町村民税額（住宅取得等の税額控除前のもの）に基づき算定

します。（Ｐ１４ 「佐賀市保育料基準表」） 

 

※４月から８月は前年度の市町村民税、９月から３月は当年度の市町村民税に基づき算定します。 

 
 

＜下表に該当する場合は、それぞれの資料を必ず提出してください。＞ 

ひとり親家庭の場合 
児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給資格証、戸籍謄本のうちいずれかの

写し 

同居親族に障がい者がいる場合 
障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給がわ

かるもの、国民年金の障害基礎年金の受給者証のうちいずれかの写し 

兄姉が認可保育施設等に通わずに、

右記対象施設へ通園又は制度の利

用のみしている場合 

特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設の在園証明書 

児童発達支援・医療型児童発達支援の制度を利用している証明 

令和6年1月2日以降に佐賀市に転

入してきた場合 

令和6 年度の市民税所得割額が確認できる証明（令和6 年度所得課税証明等）  

※令和6 年1 月1 日時点で住民登録のある市区町村から取得してください。 

令和7年1月2日以降に佐賀市に転

入してきた場合 

令和7 年度の市民税所得割額が確認できる証明（令和7 年度所得課税証明等）  

※令和7 年1 月1 日時点で住民登録のある市区町村から取得してください。 

現在離婚調停中の場合 離婚調停中を証明する公的な書類（裁判所の証明または期日呼出状） 

 

 税情報が確認できない場合（税未申告または転入者が課税資料未提出の場合） 

・ 市が定める仮の保育料（最も高い基準）を適用し、税情報確認後に改めて算定を行います。 

納付された保育料に差額が発生した場合は遡って還付となります。  

・ 算定対象期間に海外に在住であった方は、市民税額を推定計算することがあります。詳しくは保育幼稚

園課までお問い合わせください。 

 離婚した場合（離婚後も同居している場合除く） 

・ 変更の届出日から１か月以内に戸籍謄本の提出があれば変更届提出日の翌月から保育料等の変更を 

行います。 

・ 変更の届出日から１ヵ月を過ぎて戸籍謄本の提出があれば戸籍謄本提出日の翌月から保育料等の変更 

を行います。 

例)6/2 離婚 同日変更届提出 6/2～7/1 の期間に戸籍謄本を提出 →７月分から変更 

6/2 離婚 同日変更届提出 7/2～8/1 の期間に戸籍謄本を提出 →８月分から変更 

離婚調停中はそれを証明する公的な書類（裁判所の証明や期日呼出状等）をご提出ください。 

５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

毎年９月が保育料の切り替え時期となります

４月 ３月

当年度の市町村民税額に基づく保育料前年度の市町村民税額に基づく保育料

９月
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 祖父母と同居している場合 

・ 児童の父母ともに市町村民税所得割額が非課税かつ、父母の収入がどちらも１０３万円未満の場合は、 

世帯分離に関係なく同居する祖父母等の市町村民税額等により保育料を算出します。 

 婚姻した場合 

・ 婚姻日の翌月から新たな保護者（婚姻相手）の市町村民税額を合算して算定します。 

 

 

（３）同時に複数の児童が保育施設等に在籍する場合の保育料 

 在籍児童が保育認定（2 号・3 号）を受けている場合、教育・保育施設等を利用する就学前の児童について 

カウントし、第２子が半額、第３子が無料となります。 

 

               ＊年齢はクラス年齢（４月１日現在の年齢）です。 

 

 きょうだいで通園する施設が異なる（認定区分が異なる）場合も、カウントの方法は同じです。 

【例】 第１子が小学３年生、第２子が５歳（１号認定）で幼稚園を利用、第３子が２歳（３号認定）で保育所(園)を 

利用している場合 

  ⇒第３子：小学校就学前以下の範囲で数えて第２子カウントになるので半額 

 

（４）保育料の納付について 
 保育事業の運営において、保育料の納入は不可欠なものです。期限内の納付をお願いします。 

 保育料の納付については入所施設によって異なります。 

 

認可保育所（園）／市立認定こども園： 保育料の納付は佐賀市に行います 

＜支払い方法＞ 原則、口座振替での納付 

・ 口座振替   毎月月末にご指定の金融機関の口座から引き落とします。 

[申込窓口]  指定口座の金融機関、保育幼稚園課窓口 

[必要なもの] 指定口座の預貯金通帳、金融機関のお届け印 

・ 納付書払い  毎月上旬に認可保育所(園)・市立認定こども園を通じて配布されます。 

 

（注）過去にきょうだい児の保育料を口座振替でご登録いただいていた場合も、新規入所された際は、再度口座振

替の申し出を行ってください。 

 

＜滞納について＞ 

・ 毎月の納期内にお支払いがなかった場合は『督促状』または『催告状』が届きます。 

また、勤務先・自宅などへ電話や調査を行い、給料等の差押、滞納処分を受けることがあります。 

・ 理由無く滞納が続く場合は、退園していただく場合があります。  

 

私立認定こども園・地域型保育事業施設 ： 保育料の納付は各施設に行います 

施設ごとに納付方法等が異なるため施設に確認をお願いします。 

出生順 １人目 ２人目 ３人目 

ケース１ ５歳：第１子無償 ２歳：第２子半額 ０歳：第３子無料 

ケース２ 小学生 ２歳：第１子全額 ０歳：第２子半額 

ケース３ 小学生 小学生 ０歳：第１子全額 
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５．よくある質問                                                    

Ｑ１） 空いている保育施設を教えてください。 

Ａ１） 入所可能状況を保育幼稚園課窓口、佐賀市ホームページで毎月１日に公開していますので参考としてください。 

なお、目安として公開しているものですので入所を保障するものではありません。 

 

Ｑ２） 認定こども園に通わせたいのですが、どこに申し込めばよいですか？ 

 Ａ２） １号認定児童は各施設に直接お申込ください。 

     ２号・３号認定児童は入所希望月の受付期間内に、保育幼稚園課窓口（59 番～62 番窓口）へお申込ください。 

 

Ｑ３） 支所に支給認定申請書兼入所申込書の提出をしてもよいですか？ 

Ａ３） 各支所窓口では、入所申込の受付はしておりません。本庁保育幼稚園課窓口でのみ受付します。 

 

Ｑ４） 郵送やＦＡＸでの受付をしていますか？ 

Ａ４） 入所申込等に関する書類は郵送やＦＡＸでの受付はしておりません。 

    マイナポータルでのオンライン申請は可能となっておりますので、来庁が難しい場合はオンライン申請をご検討

ください。 

 

Ｑ５） 認定こども園の入所はどのようにして決まりますか？ 

 Ａ５） １号認定児童は、定員以上の申込があった場合は、認定こども園が決定した選考方法となります。 

     ２号・３号認定児童は、佐賀市が保育の必要性や保護者の希望を考慮して入所する施設を調整し決定します。 

 

Ｑ６） 現在、子どもを２号認定児童として認可保育園に預けていますが、母が８月末に職場を退職し、９月から求職活動

をしています。１２月１日から就労することが内定していますが、引き続き利用は可能ですか？ 

Ａ６） 求職活動を理由に保育施設にお子様をお預けいただくことは可能ですが、２号または３号認定児童としてお預

けいただける期間は３ヶ月です。３ヶ月以内に勤務を開始していただき、就労証明書と実施内容変更届を保育幼

稚園課にご提出いただくことが条件となっております。就労していることが確認できた場合には引き続きご利用い

ただくことが可能ですが、確認できない場合には３ヶ月目の末日をもって退園していただくことになります。 

    よって、９月から求職中である場合には３ヶ月間の期限は１１月末日となりますので、１２月１日からの就労が内

定していた場合でも１１月末日で退園になります。１２月以降も保育施設を利用する必要がある場合には、改めて

１２月入所の新規申込みをしてください。 

    ただし、保育の必要性がなくなった場合でも、認定こども園に通園している２号認定児童は、１号認定児童とし

て引き続き通い続けることができる場合があります。詳しくは保育幼稚園課にご相談ください。 

 

Ｑ７） 認定こども園を１号で利用していましたが、母が働き始めたので、２号認定に変更することができますか？ 

Ａ７） 変更の申請は可能ですが、要件がありますので保育幼稚園課にご相談ください。また、２号認定に変更の際は、

実施内容変更届（支給認定変更届）・保育の必要性を証明する書類が必要です。 

 

Ｑ８） 現在、短時間で園に預けていますが、勤務時間が１２０時間以上になったので、標準時間に変更できますか？ 

 Ａ８） 新たな勤務時間の記載された就労証明書及び実施内容変更届を保育幼稚園課窓口にご提出ください。 

    毎月１５日までにご提出いただいた場合には翌月から、１６日以降にご提出いただいた場合には翌々月からの変

更適用となります。（15 日が土日祝日の場合は、その前の平日までにご提出いただいた分となります。） 

 

Ｑ９） 標準時間保育で預けることになっているので、その時間ずっと預けていてもいいですよね？ 

 Ａ９） 保育施設は、保護者が就労等の事由により家庭保育ができない場合に、保護者に代わり保育をする施設です。 

     仕事が終わられたらできるだけ速やかにお迎えをお願いいたします。 

 

Ｑ１０） 土曜日は仕事が休みなのですが、子どもを預かってもらえますか？ 

 Ａ１０） 保育施設は、保護者が就労等の事由により家庭保育ができない場合に、保護者に代わり保育をする施設です。 

    施設でお預かりしている間、保育士は子どもたちに多くの愛情を注ぎ接していますが、親の愛情には勝りません。 

     親子で過ごす時間を充実させるため、並びに保育士の適正な労働時間保証のために、仕事がお休みの場合に

は家庭保育にご協力をお願いします。 
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　令和7年度　支給認定申請書兼入所申込書【２号・３号認定用】（新規）

　施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定について、次のとおり申請します。

年 月 日

受付者：

※本人確認書類の写しを添付される場合は、記名でも可能です。代理人が記載する場合は委任状を添付した上で、代理人の代筆としてください。

（フリガナ）

歳
年 月 12 日

年 4 月 1 日 年 3 月 日

済 未

済 未 有 無

済 未

済 未 有 無

済 未

済 未

他の保育施設を希望する 希望している保育施設に入所できるまで待つ

同一園同時入所のみ希望 同一園に入れない場合、別々の園でも可 先に１人だけでも入所希望（第 子）

《家庭の状況》  　　保育の必要性　　　該当する番号を記入してください（複数選択可）

S 62 年 10 月 2 日

S 63 年 11 月 20 日

H 27 年 12 月 3 日

R 1 年 7 月 14 日

S 32 年 10 月 3 日

S 37 年 6 月 15 日

有 無 手続中 7 年 5 月 12 日 年 月 日

）

）

※祖父母欄は、同居別居に関わらず記載が必要です。ただし、住所地が佐賀市外の場合は市町名までの記載で構いません。　(故人については斜線を引いてください。)

※以下、市記入欄

・

基準点登録

母方
祖父

氏名

祖母

氏名 小城　市子 住所 小城市三日月町

支給認定

児童番号 世帯 決定時間 標準 短

システム入力 基準点

父方
祖父

氏名 佐賀　太郎
祖母

氏名 佐賀　久子

R7.1.1の住所地

（佐賀市外の場合）

R6.1.1の住所地

（佐賀市外の場合）

住所 佐賀市栄町1番1号

小城市三日月町

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ

(個人番号)

入所児童 ※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」および「子

ども・子育て支援法施行規則」の規定により、申込書にはマイナンバー（個人番号）の記載が

必要です。（父母ともに記入してください）

　　申込書の提出時には、マイナンバーおよび本人確認ができるものをお持ちください。

保護者（続柄：

保護者（続柄：

世帯状況　（世帯状況に該当するものがある場合は☑を付け、必要事項を記載してください。）

母子・父子世帯（別居のみは非該当) 出産予定日 障がい者同居世帯 生活保護世帯（受給開始年月日）

※児童扶養手当の受給 令和

祖母 佐賀　久子　 62

祖父 佐賀　太郎 67 農業

兄 佐賀　いちたろう 5 〇〇保育園

姉 佐賀　夢子 9 〇〇小学校

母 佐賀　花子 36 １・２ 佐賀市役所（妊娠中）

父 佐賀　三太郎 37 1 さがしの警備

希望施設に入所できない

場合、案内希望の有無

きょうだい同時申込の場

合

住民票が別世帯でも同居の方は全員記入が必要です。また、別居の父母（単身赴

任中の父など）は最下欄に記入し、備考欄に住所を記載してください。

　　１．就労 　２．妊娠出産 　３．疾病・障がい  ４．介護・看護

　　５．災害復旧　 ６．求職活動 　７．就学　８．復職予定の育休

入所児童

との続柄
氏　　　　名

年齢
R7.4.1

生年月日
保育の

必要性
 勤務先・学校等 備　　考

第６希望

第５希望
併願している施設名

第２希望 △△こども園 母の職場への通勤途中のため 　の有無

第３希望 認定こども園□□ 父の職場への通勤途中のため
②１号認定での幼稚園・認定こども園

第４希望 ◇◇保育園 　　〃 　の併願

　保育の必要量※ 1.短時間を希望
2.ひと月の総就労時間は120時間に満たないが、恒常的に延長保

育の利用が必要なため、標準時間を希望

入所希望 希望施設名 希望理由 見学 その他

第１希望 〇〇保育園 自宅に近いため
①入所希望施設への「きょうだい児」

9

保育の実施を希望する期間 令和 7 から 令和 8 31

入

所

児

童

ｻｶﾞ　　ｴｲﾀﾛｳ 年齢
生年月日（元号）

R7.4.1現在

（氏名） 佐賀　栄太郎 2 令和 4

まで

保

護

者

郵便番号 840-8501 連絡先 （連絡順）

住所 佐賀市栄町1番1号
自宅

氏名
佐賀　三太郎

母
080-〇〇〇〇-×××× 1

（自署） （携帯等）

父
090-××××-△△△△ 2

フリガナ ｻｶﾞ 　　　　　　ｻﾝﾀﾛｳ （携帯等）

佐賀市受付欄

（あて先） 佐賀市長　様　・　施設長　　 様

申請日 令和 〇 〇 〇

※保育の必要性について

・父母いずれかが求職中の場

合は、希望によらず短時間です。

・「2」を希望の場合は、就労証

明書等により審査を行います。

＜支給認定申請書兼入所申込書の記入例＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

佐賀市からの保育関係の文書は、ここに記

載された保護者宛に送付されます。 

押印は不要ですが、保護者による署名とします。記

名の場合は、本人確認書類の写しを添付してくだ

さい。 

R7年4月1日現在

の年齢を記入してくだ

さい。 

入所を希望される年度内

の期間を記入してくださ

い。 

【重要】 

入所希望施設には、お子様と一

緒に事前に見学に行かれてく

ださい。 

見学に行かれた場合は「済」を、

行かれていない場合には「未」

に「✓」を記入してください。 

保護者（両親等）の欄には

保育の必要な事由に該当

する番号をご記入くださ

い。（保護者以外は不要） 

申込児童本人の記入は必

要ありません。保護者の

方と同居されている方を

記入してください。 

別世帯でも同居の方は全員ご記入ください。 

世帯状況で該当するものがあれば、ご記入ください。 
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集団生活

の経験

有・無

現在の体重

 ひきつけをおこしたこと 　ない

 アレルギー体質ですか ・食物アレルギー(　卵　牛乳　その他（ ))

検査（ 未 ・ 済） いいえ はい ・アトピー性皮膚炎　　・喘息　　・アレルギー性鼻炎

・その他（ ）

 現在の栄養法 母乳　・ 粉ミルク　・ 離乳食（前期・中期・後期）・ 幼児食　・ 普通食

 その他 （ ）

 首のすわり 4 ヶ月ころ

 最初に歩いたころ 1 歳 2 ヶ月ころ

 手足の運動で気にかかるところ ）

（症状や受診状況 ）

（症状や受診状況 ）

（症状や受診状況 ）

できる  できない

わかる  わからない

）

）

）

○乳幼児健診について

・最近受けた乳幼児健診 歳 ヶ月健診を 受けた  受けていない

・１歳６ヶ月健診を 受けた  受けていない

・３歳６ヶ月健診を 受けた  受けていない

・何か言われたことがありますか  ない 　ある （１ヶ月健診時に股関節が固いと言われたがその後問題なし）

○発達が遅いと感じることがありますか  ない 　ある （ ）

○日常生活で心配なことがありますか  ない 　ある （ ）

○集団生活で心配なことがありますか  ない 　ある （　コミュニケーションをとるのが難しい ）

○日常生活で特に介助が必要なことがありますか  ない 　ある （　食べるときに介助が必要 ）

○入院したことはありますか  ない 　ある （直近　　　　歳　　　ヶ月ころ ）

（病名 ）

○現在治療中の病気がありますか  ない 　ある （病名 ）

（薬： 塗布薬（　　回／日（朝・昼・夕））　　服薬（　　回／日（朝・昼・夕））　

　補助票に記入された内容については、お子様の保育の円滑な実施のため、入所した保育施設(園)へ情報提供いたします。

また、お子様の健康増進(健康診査・予防接種・乳幼児健診等)のために、佐賀市及び佐賀県の保健担当課が情報を利用さ

せていただくことがあります。

 できる できない（簡単な言葉しか話さない　　全く話さない）

 一つの言い付けに従って行動が

 絵本を見て絵が

障害者手帳の有無 無 有

・身体　（等級　　　　　級）（部位　

・療育　（等級　　　　　級）（症状

・精神　（等級　　　　　級）（症状

耳  耳は  よく聞こえる あまり聞こえない

（

月

齢

相

応

）

言

語

・

理

解

０

歳

児

記

入

不

要

 まわりの話が  よくわかる あまりわからない

 話すことが

体

　

　

　

質

ある(　　　回／直近　　歳　　ヶ月のころ)(服薬　有 ・ 無　)

運

　

動
ない　　　　　ある（

眼  眼は  よく見える あまり見えない

 現 在 の

保育状況

 家庭保育（主な保育者　母　 　　　　　）

 他の保育施設（　　　　　　　　　　　　）

 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　認可保育所（園） 認定こども園

　地域型保育施設　 幼稚園　　認可外

※利用施設名(　　　　  　) 日数(     )

出生時体重 ３，３００ ｇ
ｇ

13 　ｋｇ
かかりつけ医

申込補助票　
【重要】記載内容に不足または不備があり、施設の受入態勢に影響を及ぼす場合は、

　　　　内定（入所や利用等）が取り消される場合があります。

児

童

名

フリガナ　ｻｶﾞ　　ｴｲﾀﾛｳ

　　　　佐賀　栄太郎 第　３　子 男・女・非選択

担当者記入欄

来庁者：児童・父・母・その他（　  　）

（　　令和４ 　年　９ 月１２ 日生） ならし保育伝達 済 ・未

お子様をお預かりする上で 

重要なものです。 

正確に詳しく記入しましょう。 

体質は 

該当するもの全て 

ご記入ください。 

0歳児は記入不要で

す。月齢相応を考慮し

てご記入ください。 
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標
準

時
間

短
時

間
3
号

（
0
～

2
歳

）
2
号

（
3
～

5
歳

）
1
号

（
3
～

5
歳

）

生
活

保
護

世
帯

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

4
8
,6

0
0
円

未
満

1
9
,5

0
0

1
9
,3

0
0

4
8
,6

0
0
円

以
上

　
5
7
,7

0
0
円

未
満

2
2
,8

0
0

2
2
,5

0
0

5
7
,7

0
0
円

以
上

　
6
4
,7

0
0
円

未
満

2
2
,8

0
0

2
2
,5

0
0

6
4
,7

0
0
円

以
上

　
7
7
,1

0
1
円

未
満

2
6
,2

0
0

2
5
,9

0
0

7
7
,1

0
1
円

以
上

　
8
0
,8

0
0
円

未
満

2
6
,2

0
0

2
5
,9

0
0

8
0
,8

0
0
円

以
上

　
9
7
,0

0
0
円

未
満

2
8
,9

0
0

2
8
,5

0
0

9
7
,0

0
0
円

以
上

　
1
1
3
,4

0
0
円

未
満

3
1
,5

0
0

3
1
,1

0
0

1
1
3
,4

0
0
円

以
上

　
1
3
2
,9

0
0
円

未
満

3
5
,5

0
0

3
5
,0

0
0

1
3
2
,9

0
0
円

以
上

　
1
5
2
,1

0
0
円

未
満

3
8
,9

0
0

3
8
,4

0
0

1
5
2
,1

0
0
円

以
上

　
1
6
9
,0

0
0
円

未
満

4
3
,3

0
0

4
2
,7

0
0

1
6
9
,0

0
0
円

以
上

　
2
0
0
,4

0
0
円

未
満

4
6
,2

0
0

4
5
,5

0
0

2
0
0
,4

0
0
円

以
上

　
3
0
1
,0

0
0
円

未
満

4
9
,2

0
0

4
8
,5

0
0

3
0
1
,0

0
0
円

以
上

　
3
9
7
,0

0
0
円

未
満

5
1
,0

0
0

5
0
,2

0
0

3
9
7
,0

0
0
円

以
上

6
6
,3

0
0

6
5
,3

0
0

※
「
ひ

と
り
親

世
帯

等
」
と

は
・
・
・

　
・
保

護
者

が
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
第

6
条

第
6
項

に
規

定
す

る
配

偶
者

の
な

い
者

　
・
身

体
障

害
者

手
帳

、
療

育
手

帳
、
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
在

宅
障

害
児

、
又

は
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
童

、
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
を

有
す

る
世

帯

　
・
生

活
保

護
法

第
6
条

第
2
項

に
規

定
す

る
要

保
護

者
に

準
じ

る
程

度
に

困
窮

し
て

い
る

と
市

長
が

認
め

る
世

帯

＊
小

学
校

就
学

前
の

範
囲

で
、
保

育
所

や
幼

稚
園

等
を

同
時

に
利

用
す

る
場

合
、

１
人

目
は

左
記

表
の

金
額

を
適

用
し

、
2
人

目
は

半
額

、
3
人

目
以

降
は

0
円

＊
実

費
徴

収
（
施

設
へ

直
接

支
払

い
、
金

額
は

施

設
毎

に
異

な
る

。
）

＊
同

一
世

帯
内

の
就

学
前

の
子

ど
も

が
、
施

設
に

入
所

又
は

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
場

合
、
最

年
長

の
子

ど
も

か
ら

順
に

３
人

目
以

降
は

、
免

除
。

＊
負

担
軽

減
対

象
外

＊
保

育
料

に
含

む
（
実

費
徴

収
な

し
）

（
主

食
費

・
副

食
費

と
も

に
保

育
料

に
含

む
。
）

免
除

（
所

得
割

課
税

額

5
7
,7

0
0
円

未
満

）

＊
「
ひ

と
り
親

世
帯

等
」
は

、

7
7
,1

0
1
円

未
満

が
免

除

＊
実

費
徴

収
（
施

設
へ

直
接

支
払

い
、
金

額
は

施

設
毎

に
異

な
る

。
）

＊
同

一
世

帯
の

小
学

校
３

年
生

ま
で

の
子

ど
も

の
う
ち

、
最

年
長

の
子

ど
も

か
ら

順
に

３
人

目
以

降
は

免
除

。

＊
3
～

5
歳

児
の

主
食

費
は

、
直

接
園

に
実

費
支

払

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

佐
賀

市
保

育
料

基
準

表
　

　
保

育
認

定
　

（
保

育
所

（
園

）
、

認
定

こ
ど

も
園

、
地

域
型

保
育

施
設

）

免
除

（
所

得
割

課
税

額

7
7
,1

0
1
円

未
満

）
＊

最
年

長
の

子
ど

も
か

ら
順

に
2
人

目
は

半
額

、
3
人

目
以

降
は

0
円

＊
左

欄
の

金
額

に
よ

ら
ず

最
年

長
の

子
ど

も
か

ら
順

に
１

人
目

は
9
,0

0
0
円

（
標

準
/
短

時
間

）
、
２

人
以

上
い

る
場

合
の

２
人

目
以

降
は

0
円

0
0

＊
２
人

目
以

降
も

0
円

＊
２
人

目
以

降
も

0
円

所
得

割
課

税
額

０
～

２
歳

備
考

①
（
多

子
特

例
）

備
考

②
（
ひ

と
り
親

世
帯

等
）

副
食

費



－ 15 － 

 

 

【基礎点】
番号 入所基準 父 母

月２０日以上 10 10

月１８日以上２０日未満 9 9

月１６日以上１８日未満 8 8

月１４日以上１６日未満 7 7

月１４日未満 6 6

月１６０時間以上 10 10

月１４０時間以上１６０時間未満 9 9

月１２０時間以上１４０時間未満 8 8

月１００時間以上１２０時間未満 7 7

月８０時間以上１００時間未満 6 6

月６４時間以上８０時間未満 5 5

月６４時間未満 4 4

長期入院（概ね、１ヶ月以上）または、入院に相当する治療や安静を要し常に自宅療養で病臥している 30 30

在宅（通院） 通院加療等で常に安静を要し、保育が常時困難である場合 20 20

在宅（通院） それ以外の療養の場合 10 10

24 24

22 22

20 20

3 妊娠・出産 20

10 10

10 10

3 3

5 災害復旧

6 その他

【加点・減点】
区分

ひとり親世帯

父または母と別居中（単身赴任、離婚前提等）　※住民票が別であること

生活保護世帯

申し込み児童が多胎児である

多子世帯（１６歳未満の子どもが３人以上）

きょうだい児が入所中の園を希望する

満３歳以降に地域型保育事業施設から保育施設を希望する（年度途中入所）

申込児童が以前入所していた園を希望する（求職中を除く、きょうだいはセットで加点）

きょうだい同時に同一園の入所を希望する

市内の保育施設に従事する（内定含む）ことで、その施設の受入体制に影響を与える場合（保育士）

市内の保育施設に従事する（内定含む）ことで、その施設の受入体制に影響を与える場合

産後休暇・育児休業明けで復帰する

現在、就労中で月に１０日以上、認可外保育施設に預けている

社会的養護が特に必要な児童

社会的養護が必要な児童

特別児童扶養手当受給対象児童又は障害者手帳・療育手帳を有する児童

前年度入所申込をしていて保留になっている

入所内定後に保護者からの申し出で入所をキャンセルしている（１回につき）

保育料の滞納が３ヶ月以上ある（卒園・退園児を含む）

保育料の滞納が６ヶ月以上ある（卒園・退園児を含む）

保育料の滞納が１２ヶ月以上ある（卒園・退園児を含む）

過去の支給認定申請等において虚偽の申請をした場合

令和７年度　２号・３号認定　保育施設入所調整基準表

保護者の状況等

1

居宅外就労
居宅内就労
（自営・内職）

看護・介護
就学

就労日数等

就労時間等

2
病気

障がい等

心身障がい等

身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１・２級、療育手帳Aの交付を受けて
おり、保育が常時困難な場合

身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳３級、療育手帳Bの交付をうけており、
保育が困難な場合

上記以外の身体障害者手帳の交付を受け、保育が困難な場合

4 求職中

ひとり親世帯

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

上記以外

災害救助法の適用を受ける震災、風水害等の災害復旧にあたる必要がある場合 100

上記１から5以外の事由により、明らかに保育の必要性が認められる場合（父母不存在等） 100

調　　　整　　　事　　　項 加点・減点

Ａ 世帯状況

35

21

30

1

1

Ｂ 希望理由

15

5

3

3

Ｃ 就労状況

30

20

5

1

D 優先利用

優先

優先

満３歳以降に地域型保育事業施設から保育施設を希望する（４月入所） 15

満３歳以降に地域型保育事業施設から連携施設である保育施設を希望する（４月入所） 最優先

E その他

1

3

-3

-1

-5

-10

-10

基礎点 加点・減点 【合計点】

＝＋
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                                        【施設情報QR コード】 

※市内施設の詳しい情報について、HP 上に公開しています。 

※その他、てびきの内容・各種申請書類は佐賀市ＨＰ（httpｓ://www.city.saga.lg.jp）から閲覧・ダウンロードできます。 

 

 【問い合わせ先】 

佐賀市 子育て支援部 保育幼稚園課 入所・入園係 ＴＥＬ：０９５２－４０－７２８６   

令和７年度　入所申し込み書類チェックリスト

チェック

★保育の必要性を証明する書類

保育を必要とする理由 父 母 必要な書類 チェック 添付書類

障害者手帳・療育手帳等（写）

氏名と障害の程度が分かる頁

★該当する場合にのみ提出するもの（保育料を算定するための書類）

内容 チェック 保育料を算定するための書類

求職活動申立書

在学申立書

令和6年１月2日以降に佐賀市へ転入
してきた場合

令和7年１月2日以降に佐賀市へ転入
してきた場合

児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給資格証、戸籍謄本のうちいずれかの写し

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給がわかる
もの、国民年金の障害基礎年金の受給者証のうちいずれかの写し

特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設の在園証明書
児童発達支援・医療型児童発達支援の制度を利用している証明

兄姉が認可保育施設等に通わずに、右
記対象施設へ通園または制度の利用
のみしている場合

令和6年度の市民税所得割額が確認できる証明（令和6年度所得課税証明等）
※R6.1.1時点で住民登録のある市区町村から取得してください。

令和7年度の市民税所得割額が確認できる証明（令和7年度所得課税証明等）
※R7.1.1時点で住民登録のある市区町村から取得してください。

申込書

ひとり親家庭の場合

同居親族に障がい者がいる場合

　 支給認定書兼（２号・３号認定用）入所申込書

大学・専門学校・職業訓練校等に通っ
ている

同居親族の介護をしている

　 保育施設等の利用申込みにかかる確認書

これから仕事を見つける
※起業準備も含める

障害がある

出産する

就労（自営業・内職等以外）

開業届、営業許可証、確定申告書、耕作証
明書、家内労働手帳、業務委託契約書のう
ちいずれか１つ（写し）

診断書または入院計画書等（診断内
容が記載された書類（写）

母子健康手帳（写）
（保護者名・分娩予定日が分かる頁）

在学証明書または学生証（写）

診断書または介護保険被保険者証、
障害者手帳（写）

療育が必要な病気を患っている

就労証明書
※育児休業取得中の場合は、期間を記載する

就労証明書

疾病・介護・看護等申立書

疾病・介護・看護等申立書

妊娠・出産申立書

就労（自営業・内職等）

必要な書類は揃っているか、記入漏れ等はないか、確認

をして提出しましょう


